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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

１　会社の経営理念

　　以下のとおり会社の経営理念を定めております。

　　１）お客様に対して、安全でゆとりとやすらぎのある快適なサービスを提供する

　　２）沿線地域社会の発展と環境保全に貢献する

　　３）これらを実現するため経営資源の充実と経営基盤の強化に全力を傾注する

２　コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　　　当社は、公共交通機関を営むにあたり、その社会的責任と公共的使命を常に認識し、健全な業務運営を通じ、安全・安心を確立し、全ての

　　ステークホルダー（利害関係者）から信頼される企業であり続けることが経営の最重要課題の一つであると考えております。

　　　上記基本的な考え方のもと、コーポレートガバナンス・コードの趣旨・精神を尊重し、各原則に対応して企業価値向上を図っていくことを基本　

　　方針としております。

　　その他、「安全基本方針」「環境経営基本方針」「人材育成基本方針」を制定しており、当社ホームページに掲載しております。

　　当社URL　https://www.chichibu-railway.co.jp/

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【対象コード】

　2021年６月の改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。

【補充原則１－２④】

　 議決権電子行使プラットフォームを含む議決権の電子行使の採用や株主総会招集通知の英訳につきましては、現時点では行っておりません。

今後は、当社の株主構成等を勘案し、必要に応じ対応してまいります。

【補充原則１－２⑤】

　 当社では、株主総会における議決権は、株主名簿上に記載または記録されている者が有しているものとしており、信託銀行等の名義で株式を

保有する機関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し議決権の行使や質問を行うことは原則認めていませんが、今後は、実質株主の要望や
信託銀行等の動向を注視し、必要と考えられる場合は、実質株主の株主総会への出席に関わるガイドラインの検討・整備に努めてまいります。

【原則１－４　政策保有株式】

(上場株式の政策保有についての方針)

　 当社は、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しています。当社は、

保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、取締役会等において政策保有の意義を検証し、必要が無いと判断した株式は順次
縮減していく方針としております。保有目的あるいは保有に伴う便益・リスク等を毎年取締役会において資本コストにもとづき定量的に検証するこ
とについては、今後の課題と捉えております。

(政策保有株式の議決権行使についての基準)

　 当社は、政策保有株式の議決権行使にあたり、保有先の中長期的な企業価値向上等の観点から総合的に判断し賛否の判断をいたします。

【補充原則２－５①】

　 当社は社内の責任者による専用の内部通報窓口を設置しております。通報の受付に当たっては、内部通報に関する社内規程にもとづき通報者

の保護を徹底しながら問題の確認・改善につなげており、適切な制度運用を図っております。経営陣から独立した外部通報窓口については今後
必要に応じて検討してまいります。

【原則３－１　情報開示の充実】

（ⅰ）当社は、「経営理念」を有価証券報告書、本報告書および当社ホームページで開示しています。また、当社は、中期経営計画を策定し、

　　　その目標・課題の達成を目指し取組みを行っております。中期経営計画の概要の開示や達成状況の株主への説明等については、今後

　　　検討してまいります。

（ⅱ）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　　　本報告書に記載の通りです。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針

　　　本報告書の「取締役報酬関係」に記載の通りです。

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　　　経営陣幹部の選任や取締役・監査役候補の指名については、役位に応じた能力、経験、識見、人格や業績への貢献度等を総合的に考慮し

　　　て選任・指名するものとし、経営陣幹部の解任については、法令や定款等の違反や企業価値を著しく毀損した責任が認められるなど客観的

　　　に解任が相当であると判断される場合に十分な審議を尽くした上で解任を決議するものとしています。



（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　　　社外取締役候補者及び社外監査役候補者については、選任理由を株主総会招集通知にて開示しております。社外役員以外の取締役・監

　　　査役候補の指名についても次回以降の株主総会の招集通知に選任理由を記載することを検討してまいります。また、取締役・監査役を解任

　　　する場合は、株主総会招集通知にて、その理由を開示いたします。

【補充原則３－１③】

(サステナビリティについての取組み)

　 当社は、環境保全に貢献していくため、経営理念に基づいて「環境経営基本方針」を策定・開示し、方針に沿って具体的な取組みを行っておりま

す。

　 また、自然災害等のリスクに対応するため、リスク管理規程及びリスクごとの具体的な規程を定め、組織的に適切な対応が取れるよう体制を整

備しております。

　 サステナビリティについての統一的な方針の策定やそれにもとづく具体的な取組みの開示は今後の課題として検討してまいります。

(人的資本・知的財産への投資等)

　 サステナビリティについての取組みのうち、人的資本への投資については、「人材育成基本方針」及び教育関係の社内規程等にもとづき計画的

に人材育成をはかっている他、時間外労働の削減をはじめとする労働環境の改善にも取り組んでおります。

知的財産への投資については、商標権をはじめとする自社の権利の適切な保全と活用をはかっております。上記についての具体的な情報開示に
ついては今後検討してまいります。

【補充原則４－１②】

　 当社は、中期経営計画を策定し、その目標・課題の達成を目指し取組みを行っています。また、中期経営計画の目標達成状況は取締役会でレ

ビューを行い、次期中期経営計画の策定に反映しています。

中期経営計画の概要の開示や達成状況の株主への説明等については、今後検討してまいります。

【補充原則４－１③】

　 当社は代表取締役社長の後継者育成を重要事項であると認識しておりますが、経営環境は常に変化しており、人格、識見、能力等に優れた適

任者を適切に選任するためには、候補者の対象範囲や育成・選定方法を限定することが必ずしも最適ではないと考えられることから、現在のとこ
ろ後継者育成の具体的な計画は策定しておりません。従って、現状では、代表取締役社長の後継者を選任する場合は、経営環境を踏まえ適任と
認められる候補者を選定し、社外取締役や社外監査役の出席する取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。

　 一方、広く経営者候補の内部育成という点では、執行役員制度の導入等により、将来の経営者候補の育成を図っております。

【原則４－２　取締役会の役割・責務(2)】

　 業務遂行の実施責任を担う執行役員等の提案活動は、会社の活性化・会社の持続的な成長に不可欠なものと認識しております。執行役員等

からの提案は取締役会をはじめ随時受け付ける機会を設けています。また、取締役会や経営会議等で承認された提案内容の実行は、各事業分
野を担当する執行役員等が中心となり、その実行責任を担っています。

　 経営陣の報酬については、当社が公共交通事業が主体の企業であることなどに鑑み、現状では特別なインセンティブは付与しておりません。

　 尚、当社では、報酬制度とは別に役員持株会制度を設けており、会社の持続的な成長を目指すインセンティブとして一定の機能を果たしている

ものと考えております。

【補充原則４－２①】

　 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針については、本報告書の「取締役報酬関係」に記載の通りです。当社が公

共交通事業が主体の企業であることなどに鑑み、現状では特別なインセンティブは付与しておりません。

　 尚、当社では、報酬制度とは別に役員持株会制度を設けており、会社の持続的な成長を目指すインセンティブとして一定の機能を果たしている

ものと考えております。

【補充原則４－２②】

　 当社は、環境保全への貢献、自然災害等のリスクへの対応、人的資本への投資等については、個別の方針や規程を設けて取組みを行ってお

りますが、サステナビリティについての統一的な方針の策定やその方針と連動した経営資源の配分、事業ポートフォリオに関する戦略の実行、実
効的な監督の仕組みづくりについては今後の課題と認識しています。

【補充原則４－３①】

　 当社では、経営陣幹部の選解任については、役位に応じた能力、経験、識見、人格や業績への貢献度等を総合的に考慮して選任するものと

し、法令や定款等の違反や企業価値を著しく毀損した責任が認められるなど客観的に解任が相当であると判断される場合に十分な審議を尽くし
た上で解任を決議するものとしています。

　 今後さらなる透明性の高い手続きを検討してまいります。

【補充原則４－３②】

　 当社では、代表取締役社長の選解任は会社における最も重要な戦略的意思決定であるとの認識のもと、当社を取り巻く経営環境や将来に見

込まれる変化などを踏まえ、代表取締役社長に必要な能力、識見、人格等を勘案し、社外取締役や社外監査役が出席する取締役会において代
表取締役社長を選任しております。尚、補充原則４－１③において記載の通り、現在のところ後継者育成の具体的な計画は策定しておりません。

【補充原則４－３③】

　 当社では、代表取締役社長を解任するための評価基準や解任要件は定めておりません。法令や定款等の違反や企業価値を著しく毀損した責

任が認められるなど、客観的に解任が相当であると判断される場合には、社外取締役や社外監査役が出席する取締役会において十分な審議を
尽くした上で、決議することとしております。

【補充原則４－８①】

　 当社では、独立社外取締役を２名選任しております。今後は独立社外取締役のみとする会合を開催するなど独立した客観的な立場に基づく情

報交換・認識共有に関する体制整備を検討してまいります。

【補充原則４－８②】

　 当社では、独立社外取締役を２名選任しております。今後さらに独立社外取締役が選任された際には、「筆頭独立社外取締役」を決定すること

などにより経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携にかかる体制整備を検討してまいります。



【補充原則４－１０①】

　 当社は、監査役会設置会社で、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などの決定につ

いては、独立社外取締役２名を含む取締役会において審議・決議することにより、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図ってお
ります。当社の会社規模等を勘案し、指名委員会、報酬委員会などの独立した委員会を取締役会の下に設置しておりません。

【原則４－１１　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　 当社の取締役会は５名の取締役（うち２名は独立社外取締役）で構成され、少数の取締役による迅速な意思決定が可能な体制となっており、会

社規模からも現行の取締役会の員数は適正であると認識しております。また、当社の取締役会は、「総務・経営管理部門」「人事部門」「鉄道事業
部門」「企画部門」「不動産事業・観光事業部門」などの各分野に精通した取締役と、豊富な知識・経験をもつ独立社外取締役で構成されておりま
す。ジェンダーや国際性等における多様性までは実現しておりませんが、現在の当社の会社状況や経営環境に鑑みれば、適正な多様性を確保し
ているものと認識しています。

　また、監査役会については、財務・会計に関する十分な知見を有する社外監査役２名を含む３名で構成されております。

　当社の取締役会は十分に機能していると考えており、取締役会全体としての実効性に関して取締役会において分析・評価は行っておりません
が、今後の課題として捉えております。

【補充原則４－１１③】

　 取締役会全体としての実効性に関して取締役会において分析・評価は行っておりませんが、今後の課題として捉えております。

【原則５－２　経営戦略や経営計画の策定・公表】

　 当社は、資本コストについて適宜把握をしております。また、中期経営計画を策定し、その目標・課題の達成を目指し取組みを行っています。中

期経営計画の目標達成状況は取締役会でレビューを行い、次期中期経営計画の策定に反映しています。

　 経営計画や経営目標(収益力・資本効率等)の開示、その実現のための経営資源の配分等に関する株主への明確な説明などについては、今後

検討してまいります。

【補充原則５－２①】

　 当社は、現状では中期経営計画の開示は行っておりませんが、今後中期経営計画や経営戦略等を公表する場合には、事業ポートフォリオに関

する基本的な方針と合わせてわかりやすく示すよう努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【対象コード】

　2021年６月の改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　 当社は、取締役の競業取引、取締役と会社間の取引については取締役会の承認を得ることを義務づけています。また、承認を得て行った取引

に関する重要事項を遅滞なく取締役会へ報告するものとしております。

　 主要株主との取引については、市場価格を勘案してその都度価格交渉の上、一般取引価格と同様に決定しております。

【補充原則２－４①】

　 当社は中長期的な企業価値の向上のためには多様な人材の活用と人材の育成が重要であると考えており、人材育成については「人材育成基

本方針」を定め、人材の多様化および環境整備については「行動計画（女性活躍）」や「行動計画（次世代育成）」において数値目標や取組みテー
マを定めており、これらは実績数値とあわせて当社ホームページで開示しております。

　 尚、当社は公共交通機関として輸送の安全確保が最重要課題であることなどから、現時点では積極的に外国人採用を行う環境にはないため、

外国人の採用・管理職登用の数値目標は設定しておりません。また、当社の主要事業である鉄道事業の特性から、従業員の社内育成を基本とし
ており、従業員の離職率も低いことなどから、中途採用の必要性は限定されております。このため、中途人材についても採用・管理職登用の数値
目標は設定しておりません。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　 当社は、確定拠出年金及び確定給付一時金の2つの制度からなる退職給付制度を導入しており、企業年金については該当する制度がありませ

ん。

　 確定拠出年金にかかる個人の資産運用については、運営管理機関の運用商品メニューの拡充などにより従業員の安定的な資産形成を後押し

してまいります。

【補充原則４－１①】

　 当社は原則月1回の定例取締役会を開催し、経営の基本方針、法令または定款で定められた事項や経営に関する重要事項等につき、迅速か

つ適切な意思決定に努めております。

　 具体的には、法令または定款にもとづき付議報告基準を定め、取締役会で決定すべき事項等を明確化しております。当社は経営の意思決定の

迅速化、監督と業務執行の区分の明確化などを目的として執行役員制度を導入しており、上記以外の事項の意思決定及び執行は代表取締役社
長及び執行役員に委任しております。

　 また、代表取締役社長及び執行役員に委任した事項の意思決定及び執行状況は、取締役会において各担当取締役及び執行役員より業務執

行報告を行っております。これにより、取締役会は委任した事項の意思決定及び業務執行の監督を行っています。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準】

【独立社外役員選任基準】

　 当社では、社外役員（社外取締役・社外監査役）のうち、次に掲げる事項に該当しない者が独立性を有すると判断いたします。

１．当社及び当社グループ会社（以下、「当社グループ」という。）の業務執行者

２．当社の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者

３．当社グループの主要な借入先（当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性のない程度に依存している金融機関その他の

　　大口債権者）の業務執行者

４．当社グループの主要な取引先（当社グループの年間連結売上の2％以上の支払いを当社に行っている者）である会社の業務執行者

５．当社グループを主要な取引先（当該取引先の年間連結売上の2％以上の支払いを当社から受けている者）とする会社の業務執行者



６．当社グループより、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している者

７．当社グループより、年間1,000万円を超える寄付を受けている団体の業務執行者

８．上記1～7までに該当する者が重要な職位にある者の場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

９．上記1は過去10年間、上記2～8は過去3年間において該当していた場合とする。

　 また、独立社外取締役については、豊富な知識と経験にもとづく幅広い視点から意見、助言を行うことにより経営の効率性や公正性の確保に資

する方を選任することとしております。

【補充原則４－１１①】

　 当社の取締役会は５名の取締役（うち２名は独立社外取締役）で構成され、少数の取締役による迅速な意思決定が可能な体制となっており、会

社規模からも現行の取締役会の員数は適正であると認識しております。また、当社の取締役会は、「総務・経営管理部門」「人事部門」「鉄道事業
部門」「企画部門」「不動産事業・観光事業部門」などの各分野に精通した取締役と、豊富な知識・経験をもつ独立社外取締役で構成されておりま
す。ジェンダーや国際性等における多様性までは実現しておりませんが、現在の当社の会社状況や経営環境に鑑みれば、適正な多様性を確保し
ているものと認識しています。

　 取締役の選任については、能力、経験、識見、人格や業績への貢献度等を総合的に考慮し、当社の取締役として十分な資質があると判断した

人材を候補者として選定することとしております。

　 取締役が備えるべきスキルについては、後記「Ⅴその他 ２．コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」内、【取締役・監査役のスキル・マト

リックス一覧】をご参照ください。

【補充原則４－１１②】

　 取締役及び監査役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書等を通じ、毎年開示を行っておりますが、他の上場会社の役

員は兼任しておらず、当社の役員としての業務に支障のない体制となっております。

【補充原則４－１４②】

　 当社では、取締役、執行役員、監査役の外部セミナーの受講や外部団体加入(日本監査役協会等)を通じた情報入手などを推奨します。また、e

ラーニング等を活用した自己研鑽の機会を提供するとともに、定期的な連絡会において情報共有をはかることなどを通じ、役員に求められる役割
と責務（法的責任を含む）を十分に理解し、必要な知識を習得する機会を確保します。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　 当社では、総務部がIRを担当し、総務担当取締役がこれを統括しております。

　 株主・投資家からの問い合わせ等については、その目的、内容などを考慮の上、総務担当取締役または総務部を中心に、適宜関係部署ととも

に対応しております。また、株主・投資家からの意見等については経営陣で共有しその後の経営に反映しています。

　 当社は株主総会以外の場での業績説明会等は開催しておりませんが、インサイダー情報管理に留意しつつ、任意開示も含め株主・投資家等へ

の迅速な情報開示を行い、その内容を当社ホームページに掲載しております。また、事業の概況等を説明した冊子を株主に対して年に2回送付し
ております。

　 今後も、株主との建設的な対話を促進するための体制整備に努めてまいります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

太平洋セメント株式会社 497,828 33.51

有恒鉱業株式会社 213,624 14.38

増岡　英男 50,100 3.37

二反田　静太郎 34,200 2.30

株式会社埼玉りそな銀行 31,824 2.14

山腰　玲子 26,900 1.81

中村　幸久 24,200 1.63

諸井　恒一 16,103 1.08

株式会社武蔵野銀行 16,000 1.08

柿原林業株式会社 10,800 0.73

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 陸運業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

中山　高明 その他

會田　哲也 その他

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」



a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

中山　高明 ○ ―――

　中山氏は長瀞にある寳登山神社の名誉宮司
であり当社沿線の発展に深くかかわっておりま
す。その豊富な経験・見識等を活かし、幅広い
視点からの助言等をしていただけることができ
ると考えております。会社との関係においては
独立性を備えており、一般株主との利益相反
の生じるおそれがないと判断したことから、独
立役員に指定しております。

會田　哲也 ○ ―――

　會田氏は弁護士として企業法務に関する豊
富な経験・見識等を活かし、幅広い視点からの
助言等をしていただけることができると考えて
おります。会社との関係においては独立性を備
えており、一般株主との利益相反の生じるおそ
れがないと判断したことから、独立役員に指定
しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と会計監査人との連携状況

(1)監査役及び監査役会は、会計監査人と定期的に会合をもつなど緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実
施しております。

(2)監査役会は、会計監査人から監査計画を受領し、財務報告に係る内部統制に関するリスク評価等について報告を受けるほか、監査重点項目
等について説明を受け、意見交換を行っております。

(3)監査役は、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めてお
ります。

(4)会計監査人から取締役の職務の執行に関して、不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実がある旨の報告を監査役会において
受けた場合には、審議のうえ、監査役は、必要な調査を行い、取締役に対して助言又は勧告を行うなど、必要な措置を講じております。

(5)監査役は、業務監査の過程において知り得た情報のうち、会計監査人の監査の参考となる情報又は会計監査人の監査に影響を及ぼすと認め
られる事項について会計監査人に情報を提供するなど会計監査人との情報の共有を図っております。

監査役と内部監査部門との連携

(1)監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の執行にあたり、内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施し



ております。

(2)監査役は、内部監査部門からその監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めております。監査役は、内部　
監査部門の監査結果を内部統制システムに係る監査役監査に実効的に活用しております。

(3)監査役は、内部統制部門から内部統制システムの整備状況について定期的かつ随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

0 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

根岸　俊介 他の会社の出身者 △

林　俊宏 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

根岸　俊介 　 ―――

　長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅
広い見識を有しており、社外監査役としての職
務を適切に遂行できると判断したため、選任し
ております。なお、独立性を選定の条件にはし
ておりません。

林　俊宏 　 ―――

　豊富な経験と高い見識を有していることから
社外監査役としての職務を適切に遂行してい
ただけるものと判断し選任しております。なお、
独立性を選定の条件にはしておりません。

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

―――



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

当社は、公共交通事業が主体事業の企業であり、特別なインセンティブは付与しておりません。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2023年３月期において、当社の取締役に対する報酬は、35百万円であります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

１．取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬額は、1990年６月28日開催の第167期定時株主総会において月額10,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含 まな

い。）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は８名です。

監査役の報酬額は、1990年６月28日開催の第167期定時株主総会において月額3,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監
査役は２名です。

取締役および監査役の報酬体系は、固定報酬のみで構成され、その額は役位に応じて設定しております。

　 なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額については、2021年６月25日開催の第743回取締役会および2022年６月28日開催の第7

54回取締役会の決議によ り決定しております。

　 また、監査役の報酬等の額については、それぞれの選任後に開催された監査役会において監査役の協議により決定しております。　

２．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年２月25日開催の第739回取締役会において、取締役の個別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

　取締役の個別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

　ａ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

　　　　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて総合的に勘案して決定するものとする。

　ｂ．報酬等の種類ごとの割合の決定方針

　　　　報酬等の種類ごとの比率の目安は以下の通りとする。

　　　基本報酬：業績連動報酬等：非金銭報酬等＝１００：０：０

　ｃ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　　　　個人別の報酬額については、上記の方針に基づき取締役会において審議の上、取締役会決議により決定するものとする。



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役（社外監査役）に対し、総務部及び監査役スタッフ等が招集事務、議事録の作成、その他情報の伝達の窓口となり、適宜サポートを
行っております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 ― 名

その他の事項

―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　 当社における取締役会は、取締役５名（うち社外取締役1名）で構成されており、原則月1回の定例取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で

定められた事項や経営に関する重要事項等、迅速かつ適切な意思決定に努めております。当社の監査役会は監査役3名（うち社外監査役2名）で
構成されており、定期的に監査役会を開催するとともに取締役会に出席し、取締役の職務遂行を監視しております。また、常勤監査役は経営会議
など当社の意思決定に係る重要な会議に出席し、監査役の機能強化を図っております。内部監査につきましては、内部監査室を設置しており、各
事業部門が関係法令や社内規程を遵守し、適切な業務が行われてるか検討・助言・評価を行いながら、必要に応じて監査役と情報共有をしており
ます。会計監査については、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しており、独立、公平な立場から適切な監査が実施されることを整備し、
随時会計監査人から助言と指導を受けております。これら現状の体制により、コーポレート・ガバナンスの体制強化を図っております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　 当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健

全性の向上を図ることを経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、その実現のために取締役会、監査役会、会計監査人などの制度を強

化・改善しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させたいと考えております。また、コンプライアンスの重要性も十分認識しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 多くの株主様が株主総会に出席していただけるように集中日を避けて開催しております。

その他
2023年６月28日開催の第200期定時株主総会の招集通知について、株主への発送に先
立ち、東京証券取引所および当社ホームページにおいて掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載 当社ホームページ上の企業情報欄において決算情報を掲載しております。



IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲ担当部署　総務部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　 当社は、平成21年3月開催の取締役会において、次のとおり内部統制システム構築の基本方針について決議しております。また、「会社法の一

部を改正する法律」（平成26年法律第90号）及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」（平成27年法務省令第6号）が平成27年5月1日に施
行されることに伴い、平成27年4月開催の取締役会において内容を一部改定しております。

１．取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　　当社は、「秩父鉄道グループコンプライアンス指針」および「コンプライアンス規程」に基づきＣＳＲ委員会が中心となり取締役および従業員が

法令、定款その他社内規程等を遵守した行動をとるための体制をとる。また、コンプライアンスホットラインを利用した「内部通報制度」により通

報者の保護を図るとともに、的確な対応をとる。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

　　当社は、取締役会、経営会議等の重要な会議の議事録については、「取締役会規程」「経営会議規程」等に従い、また、稟議書その他取締

役の職務の執行に係る文書は「稟議規程」「文書保存規程」等に従い適切に保存・管理を行う。取締役および監査役は、常にこれらの文書を

閲覧できるものとする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　当社は、「リスク管理規程」に基づき、ＣＳＲ委員会・運転事故防止対策委員会等において重大なリスクの未然防止や極小化を行う体制をとる。

　　　また、緊急を要する事項については、迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止し、損失を最小限に止める体制をとる。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　当社は、「職制」および「付議・報告基準」に定める各職位の基本的な職能および相互関係、決裁基準等により、組織的かつ効率的な業務執

行を図るとともに、経営上重要な事項については、「取締役会規程」「経営会議規程」に定める、取締役会および経営会議において十分に審議

のうえ慎重に決定する。また、経営計画、予算管理により、目標実現に注力する。

５．当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

　 子会社との関係については、「関係会社管理規程」に基づき、子会社に関する適切な経営管理が行える体制をとる。また、子会社の取締役ま　

　　たは監査役を当社より派遣し、派遣された取締役は子会社の取締役の職務の執行を監視・監督し、派遣された監査役は子会社の業務執行状

況を監査する。

　　尚、子会社に対する具体的な体制は次のとおりとする。

　　(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　　　　当社が定める「関係会社管理規程」に基づき子会社の経営内容を的確に把握するため、グループ会社連絡会を定期的に開催し報告を

　　　　受け、また、必要に応じて関係書類等の提出を求める。

　　(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　　　当社および子会社全体のリスク管理について定める「リスク管理規程」に基づき当社および子会社のリスクを網羅的・統括的に管理する。

　　(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　　　子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、当社子会社経営の適正かつ効率的な運営に資するため、「関係会社管理規程」に

　　　　基づき、子会社の経営機能が十分機能し安定した経営が確立できるよう支援する。

　　(4)子会社の取締役等および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　　　　「秩父鉄道グループコンプライアンス指針」および、「コンプライアンス規程」に基づき、CSR委員会が中心となり子会社の取締役および従

　　　　業員が法令、定款その他社内規程等を遵守した行動をとるための体制をとる。また、コンプライアンス・ホットラインを利用した「内部通報

　　　　制度」により、通報者の保護を図るとともに、的確な対応をとる。

６．財務報告の適正性を確保するための体制

　　当社は、連結財務諸表等の財務報告を適正に行うために必要な体制をとる。

７．監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項

　　当面は社内部門の兼務者が監査役の職務を補助する。監査役会から専従者の配置を求められた場合には、監査役会の意向を尊重して取締

　　役との間で協議する。

８．前号の当該従業員の取締役からの独立性に関する事項および指示の実効性の確保に関する事項

　　監査役の職務を補助する従業員に対しては、その人事異動・評価については、監査役会の意見を求め、尊重するものとする。

　　　また、監査の実効性を高め、かつ監査業務を円滑に遂行するため補助する体制を確保する。

９．取締役および従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

　　当社は、監査役が経営に関する重要な会議に出席し、取締役等から職務の執行状況の報告を受けることができる体制をとる。また、取締役お

　　よび従業員は、当社および子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合には、監査役に報告する。なお、当該通報、報告をし

　　たことを理由として不利益な取り扱いを受けないものとする。

10.その他、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　(1)当社は、監査役に対し、重要な決裁書類を供覧し、監査役がいつでも経営情報をはじめとする各種の情報を取得できる体制をとる。また、

　　　　当社は、監査役が代表取締役と定期的に意見交換を行うとともに、監査役が会計監査人と意見および情報の交換を行う場を提供する。

　　(2)監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費

　　　　用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

11.反社会的勢力排除に向けた体制

　　当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、反社会的勢力の活動を助長する一切の関係を拒絶するとともに、総務部門を担当

　　部門として、所轄警察署や外部機関等との関係を強めていく。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況



　 当社は、「秩父鉄道グループコンプライアンス指針」および「内部統制システムに関する基本方針」において、反社会的勢力および団体に対し、

毅然と対応する旨規程しております。

当該団体および個人による不法、不当な要求に対しては、直ちに組織的な対応をとり、警察および関係団体とも連携し断固拒否する方針でありま
す。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



コーポレート・ガバナンス体制についての模式図
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【適時開示体制の概要についての模式図】 
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決定事実・発生事実・決算情報（含むグループ会社情報） 

経営会議 

（開示等の内容の審議） 

総務担当取締役（公表責任者） 

取締役会 

（開示等の内容の審議） 

代表取締役（開示情報の確定） 

総務担当取締役（公表責任者） 

・ＴＤｎｅｔへの登録による適時開示 

        ・当社ホームページ 

        ・報道機関 



 

【取締役・監査役のスキル・マトリックス一覧】 

 

氏 名 当社における地位 

経験・専門性 

企業経営 財務･会計 
法務･ 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 
人事･労務 鉄道 観光 不動産 

牧野 英伸 代表取締役社長 ○ ○ ○ ○    

坂本 昌己 取締役常務執行役員 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

鷹啄 泰則 取締役執行役員 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

中山 高明 社外取締役   ○ ○  ○  

會田 哲也 社外取締役   ○ ○    

根岸 俊介 常勤社外監査役 ○ ○ ○ ○    

林 俊宏 社外監査役  ○ ○ ○    

正田 孝之 監査役   ○ ○ ○   

（注）各氏の有するスキルのうち主なものに印を付けており、各氏の有するすべての知識・経験・能力を表すものではありません。 


